
 

 

 

 

 

「奨学金」について 
「奨学金」の募集が始まっています。「奨学金」とはどういったものでしょうか。辞書には，次

のように書かれています。 

奨学金（しょうがくきん）は，能力はあるが，金銭的・経済的理由により修学困難とさ

れる学生に対して，金銭の給付・貸与を行い，修学を促す制度。 

現在，奨学金をふくめてさまざまな案内が来ています。案内が来たら，その都度紹介しますが，

いろいろな条件（成績面，経済面）があるのでよくわからないことがありましたら，担任に相談

してください。 

 

あしなが高校奨学金（無利子貸与 給付）  
（高校奨学生予約募集のしおりより） 

１ 奨学生の資格 

保護者（父または母など）が，病気や災害（道路における交通事故を除く），自死（自殺）

などで死亡，または保護者が１～５級の障害認定を受けていて，経済的な援助を必要としてい

る家庭の子ども。 

 

 

 

２ 募集人員 1500人程度 

３ 申請締め切り 1次 2020年   7月 31日 

  （消印有効） ２次 2020年   12月 31日 

                  ３次 2021年    2月 28日 

４ 奨学金の額と貸与の方法 

貸与月額  国公立生  月額４万５千円（うち貸与２万５千円，給付２万円） 

      私立校生  月額５万円（うち貸与３万円，給付２万円） 

【私立高校入学一時金（貸与 30万円）制度もある】 

  貸与方法  「無利子貸与＋給付」型となり，貸与のみ，給付のみの選択はできません。 

５ 奨学金の返還方法 

貸与された金額のみ返還とする。 

卒業後の半年後から，２０年以内に，年に１回払・半年に１回払・毎月払のいずれかの方法

で，返還する。 

 

  ※関心がおありの方は，「募集のしおり」や「申請書」などをお渡しいたしますが，部数に   

限りがありますので，早めに担任に申し出てください。 

尾道市立長江中学校第３学年 進路通信 令和２年４月３０日（木） 

Dreams come true      第 3号 

 

障害認定・・・次の障害認定を受けている場合をいいます。 

身体障害者福祉法 国民年金法 厚生年金保健法 

精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律  

労働者災害補償保険法 

に定める第 1級から第 5級 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E5%AD%A6%E7%94%9F


 交通遺児育英会    

令和３年度入学者用《予約》募集（募集案内より） 

１ 奨学金の趣旨 

保護者等が道路における交通事故で死亡したり，重い後遺障害で働けないため，経済的

理由で就学が困難な高等学校以上の生徒・学生に奨学金を貸与して，教育の機会均等を図

り，社会有用の人材を育成することを目的とする。 

２ 奨学生の資格 

保護者等が自動車やバイクの事故など，道路における交通事故で死亡したり，重い後遺

障害のために働けず，経済的に就学が困難な生徒・学生であること。応募者が生まれる前

に保護者が後遺障害となった場合も含む。 

 

 

 

３ 学校別応募資格等 【高等学校・高等専門学校奨学生】 

   応募資格：令和３年４月に高校・高専に進学予定の中学３年生 

４ 奨学金の額と貸与の方法 

   奨学金（無利子）：月額 2万円，3万円，4万円から希望選択 

  入学一時金（無利子）：1回のみ：20万円，40万円，60万円から希望選択 

５ 出願期間と予約採用の決定 

（１）出願書類受付期間 

    第 1次募集：令和２年 8月 31日 

    第 2次募集：令和３年 1月 31日 （期限必着厳守） 

（２）申し込み方法 

   応募書類・・・交通遺児育英会奨学課に電話で申し込み 

          →交通遺児育英会より，「奨学生募集案内・願書」郵送 

            ※交通遺児育英会の HPからダウンロードが可能 

          →「願書」と「添付書類」とととのえ，交通遺児育英会に提出 

５ 奨学金の返還方法 

返還期間 

 貸与期間が終了（卒業）後 6か月据え置き，その後 20年以内に月賦，半月賦，年賦などの方法を選

択して返還。 

交通遺児育英会が規定する後遺障害 

自動車損害賠償保障法施行令 別表第１及び別表２の第１級～第７級までの障害 

または 

身体障害者福祉法 第１級から第４級までの障害 


